
	
 

	
 

この度の地震により被災された皆様へ	
 

	
 

	
 

このたびの地震により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。	
 

被災された皆様からのご契約に関するお話は、ご契約をされた少額短期保険会

社の相談窓口で伺います。	
 

	
 

ご相談、ご質問の内容・・・・	
 

１．保険金・給付金のお支払いについて	
 

２．保険料の払込猶予期間について	
 

３．継続契約の締結手続きの猶予期間について	
 

４．その他	
 

	
 

ご照会先・・・・	
 

ご契約されている「少額短期保険会社の相談窓口」で伺います。	
 

	
 

（各社相談窓口）	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

また、ご契約されている「少額短期保険会社」がご不明等の場合は、「少額

短期ほけん相談室」へご連絡ください。	
 

	
 

（少額短期ほけん相談室）	
 

	
 

	
 

以上	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

http://www.shougakutanki.jp/general/consumer/consult_list.html
http://www.shougakutanki.jp/general/info/2011/consult20110318c.pdf

